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第3章 施設の状態等 

3-1  庁舎等行政施設の運営状況・活用実況等の実態 

（1） 取手市の将来人口の推移 

① 市内総人口 

市の総人口は、平成 10 年(1998)の 11.8 万人をピークに減少傾向にあり、令和 22 年

(2040)には約 4 分の 3 に減少し、2.8 人に 1 人が老齢人口(65 歳以上)になると予想されて

います。 

図表 3-1 人口状況 

 

出典：第六次取手市総合計画 基本計画「とりで未来創造プラン 2024」 

② 人口減少推移による影響 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟）・取手市役所藤代庁舎・取手市役所分庁舎 

老齢人口の増加により、高齢者向けのサービスや需要が増えることが予想され、施設の更新や

老朽化対策工事の際には、バリアフリー化や環境に配慮した仕様の検討が必要です。 

また、人口減少により税収が減少する可能性があるため、計画的な改修を実施する必要があり

ます。 
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 取手支所・戸頭窓口 

人口の減少により取手支所及び戸頭窓口の利用者は減少すると予想されますが、老齢人口の

増加により、高齢者向けのサービスや需要が増えることが予想されるため、施設の更新や老朽

化対策工事の際には、バリアフリー化や環境に配慮した仕様の検討が必要です。 

 

 市民活動支援センター 

老齢人口の増加により、利用団体の高齢化が予想されます。センター内において、高齢者だけ

でなく、誰もが使用しやすいよう配慮した環境整備が必要です。 

（2） 現在の利用状況 

庁舎等行政施設であるため特定の利用者層は無く、各種証明書や行政サービスを受ける全ての市民

を対象としています。 

また、各施設の特徴は以下のとおりです。 

 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

各種証明書の交付や戸籍、住民基本台帳に基づく手続、国民健康保険、国民年金に関する事、

税金に関する事、健康、福祉に関する事など、市の行政サービスを受ける市民や事業に関連する

事業者が利用しています。また、事務所として、最も多くの職員が勤務しており、約３８０名の職

員が従事しています。（会計年度職員、関係団体及び銀行等の入居機関は除く。） 

 

 取手市役所藤代庁舎 

各種証明書の交付や戸籍、住民基本台帳に基づく手続、国民健康保険、国民年金に関する事、

税金に関する事、健康、福祉に関する事など、市の行政サービスを受ける市民や事業に関連する

事業者が利用しています。また、子育て支援施設（藤代地域子育て支援センター）及び高齢者福

祉施設（げんきサロン藤代）を含む複合施設であるため、両施設を利用する乳幼児及び高齢者の

利用が多くなっています。さらに、事務所として、主に教育委員会職員が事務を行っており、約７

０名の職員が従事しています。（県職、会計年度職員、関係団体は除く。） 

 

 取手市役所分庁舎 

都市整備部の業務に関連する来庁者があり、また、 青少年センター及びこども発達センターを

含む複合施設であるため、両施設を利用する児童・生徒の利用が多い施設です。また、事務所と

して、都市整備部の職員が事務を行っており、約４０名の職員が従事しています。（会計年度職員、

関係団体は除く。） 
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 取手支所・戸頭窓口 

取手支所は、市民課、納税課、課税課に関する各種証明書の交付や戸籍、住民基本台帳に基づ

く手続、国民健康保険、国民年金に関する事、税金に関する事、健康、福祉に関する事など、市の

行政サービスを受ける市民が利用している施設で、利用件数は年間約１２，０００件となっており、

５名の職員が従事しています。（会計年度職員は除く。） 

戸頭窓口は、西部地域を対象に、市民課、納税課、課税課に関する各種証明書の交付、スポー

ツ施設の貸出し受付業務など市の行政サービスを受ける市民が利用している施設で、利用件数

は年間約５，０００件となっており２名の職員が従事しています。（会計年度職員は除く。） 

 

 市民活動支援センター 

社会貢献活動に関する情報の収集・発信の場や、会議スペースとして利用されている施設で、

令和４年度は３６９団体（延べ数）に利用されています。 

 

（3） 利用状況の変化 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

庁舎等行政施設として昭和４５年度（１９７０）に建築し、その後の人口増加による行政サービス

拡大や福祉部門の集約化のため、平成５年度（１９９３）に新庁舎を増築し、全年齢の市民による

利用がされている施設です。しかし、マイナンバーカードの普及により、各種証明書等は、コンビ

ニエンスストアでの発行件数が増加しており、庁舎での発行件数は、年々減少していくことが予

測されます。   

 

 取手市役所藤代庁舎 

庁舎等行政施設として平成２年度（１９９０）に建築し、平成１８年度（２００６）に庁舎内の一部を

改装し、子育て支援施設（藤代地域子育て支援センター）及び高齢者福祉施設（げんきサロン藤

代）を開設して以降は、両施設を利用する乳幼児及び高齢者の利用が増えています。しかし、マイ

ナンバーカードの普及により、各種証明書等は、コンビニエンスストアでの発行件数が増加して

おり、庁舎での発行件数は、年々減少していくことが予測されます。   

 

 取手市役所分庁舎 

庁舎等行政施設の複合施設として平成２５年度（２０１３）から利用が開始されて以来、利用者

層の変化は見られません。 
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 取手支所・戸頭窓口 

マイナンバーカードの普及により、各種証明書等は、コンビニエンスストアでの発行件数が増加

しており、取手支所、戸頭窓口で発行件数は、年々減少していくことが予測されます。 

 

 市民活動支援センター 

利用が社会貢献活動を行う団体・個人に限られているため、利用者層や利用形態の変化等は

特にありません。 
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（4） 庁舎等行政施設の配置状況 

本計画の対象となる庁舎等行政施設（６個所）の市内の配置状況は以下のとおりです。 

 

 

 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

 

 

取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

戸頭窓口 

取手市役所 分庁舎 

取手支所 

取手市役所 藤代庁舎 

市民活動支援センター 

図表 3-2 庁舎等行政施設の配置状況 
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 取手市役所藤代庁舎・市民活動支援センター 

 

 取手市役所分庁舎 
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 取手支所（福祉会館内） 

 

 戸頭窓口（戸頭公民館内） 
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（5） 庁舎等行政施設の保有量 

① 庁舎等行政施設の現状 

本市は平成 27 年（2015）時点で約２４．７万㎡ の公共施設を保有しています。 

行政系施設は公共施設保有量全体の１０．７％を占めており、また、庁舎等行政施設は、行政

系施設の６６％に該当します。 

出典：取手市公共施設等総合管理計画 

 

【取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟）】 ７，８０７㎡ 

（施設）取手市役所                                     9，037 ㎡ 

（取手市役所の敷地内には、小規模施設・付帯設備が複数あり、それらの施設を合計した面積） 

取手市役所（本庁舎）  4，640 ㎡ 

取手市役所（新庁舎） 1，661 ㎡ 

取手市役所（議会棟） １，５０6 ㎡ 

取手市役所（現場管理室） ２０㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（車両管理室） １５㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（現場管理室車庫） ３８７㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（車両管理室車庫） １５９㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（市有バス車庫１） ６５㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（市有バス車庫２） ３６㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所（防災倉庫） ７２㎡ ※小規模施設・付帯設備 

  

図表 3-３ 類型別公共施設保有割合 
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【取手市役所藤代庁舎】 ５，８３７㎡ 

（施設）取手市役所 藤代庁舎 ６，６３６㎡ 

（取手市役所 藤代庁舎の敷地内には、小規模施設・付帯設備が複数あり、それらの施設を合計した面積） 

親施設 藤代庁舎 ５，８３７㎡ 

子施設 藤代地域子育て支援センター １２９㎡ 

子施設 げんきサロン藤代 １０１㎡ 

子施設 市民活動支援センター １０５㎡ 

取手市役所 藤代庁舎 現業棟 ３９８㎡ ※小規模施設・付帯設備 

取手市役所 藤代庁舎 バス車庫 ６６㎡ ※小規模施設・付帯設備 

 

【取手市役所分庁舎】 １，０８５㎡ 

（施設）取手市役所 分庁舎 ２，３３９㎡ 

親施設 取手市役所 分庁舎 １，０６８㎡ 

子施設 青少年センター  ９０㎡ 

子施設 こども発達センター １，１４８㎡ 

取手市役所 分庁舎 エレベーター棟    １７㎡ 

分庁舎 倉庫 16 ㎡  ※小規模施設・付帯設備 

 

【取手支所】  １０９㎡ 

（施設）福祉会館 ※福祉会館 ３，２２６㎡ 

親施設 福祉会館 ３，１１７㎡ 

子施設 取手支所 １０９㎡ 

 

【戸頭窓口】    ３４㎡ 

（施設）戸頭公民館  ※本館 １，２０６㎡ 

親施設 戸頭公民館 ８４７㎡ 

子施設 戸頭公民館図書室 ３２５㎡ 

子施設 戸頭窓口    ３４㎡ 

 

【市民活動支援センター】  １０５㎡ 

（施設）取手市役所 藤代庁舎 ６，１７２㎡ 

親施設 藤代庁舎 ５，８３７㎡ 

子施設 藤代地域子育て支援センター １２９㎡ 

子施設 げんきサロン藤代 １０１㎡ 

子施設 市民活動支援センター １０５㎡ 
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② 築年別整備状況 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

昭和４５年度（１９７０）に本庁舎と議会棟を建築し、平成５年度（１９９３）に新庁舎を増築しまし

た。 

老朽化対策のため、平成２５年度（２０１３）に、取手本庁舎耐震補強・大規模改造工事、また、耐

震診断に基づく耐震補強として平成２６年度（２０１４）に議会棟耐震補強工事を実施しました。 

その他、令和２年度（２０２０）に非常用発電設備改修工事、令和４年度（２０２２）にエレベーター

改修工事及び揚水ポンプ改修工事、令和５年度（２０２３）に照明器具改修工事（ＬＥＤ化）を実施

しました。 

 

 取手市役所藤代庁舎 

平成２年度（１９９０）に建築し、平成２７年度（２０１５）にエアコン設備改修工事、平成２９年度（２

０１７）にエレベーター改修工事、令和３年度（２０２１）にトイレ改修工事を実施しました。 

 

 取手市役所分庁舎 

昭和５７年度（１９８２）に東京電力（株）取手営業所として建築され、平成元年度（１９８９）に増

築されました。 

分庁舎として利用するため、平成２４年度（２０１２）に購入し、改修工事を実施した後、平成２５

年度（２０１３）より分庁舎として利用し、平成２６年度（２０１４）にエレベーター棟の増築、令和４

年度（２０２２）に受変電設備改修工事及び照明器具ＬＥＤ化工事を実施しました。 

 

 取手支所・戸頭窓口 

取手支所は支所・福祉会館として、昭和４５年度（１９７０）に建築し、建築後５３年が経過してい

ます。平成２５年度（２０１３）に耐震工事が実施され、令和元年度（２０１９）に全面改修工事を実

施しました。 

戸頭窓口は、平成４年度（１９９２）に戸頭公民館内に開設しました。戸頭公民館は、昭和５８年

（１９８３）に建築し、建築後４０年が経過しています。 
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 市民活動支援センター 

旧市民活動支援センターの建物の老朽化等により、平成２９年度（２０１７）に藤代庁舎１階に移

転しました。 

藤代庁舎は、平成２年度（１９９０）に建築し、建築後３３年が経過しています。 

 

 

（6） 施設関連経費の推移 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

人件費や施設の維持に係る委託料、使用料及び賃借料など事業の経費を含む年度間の維持管

理コストを比較すると、ほぼ横ばいとなっていますが、施設の設備機器の老朽化に伴い維持補修

費が、年々増加することが見込まれます。 

 

 取手市役所藤代庁舎 

人件費や施設の維持に係る委託料、使用料及び賃借料など事業の経費を含む年度間の維持管

理コストを比較すると、平成２７年（２０１５）のエアコン設備改修工事以降は、電気の使用量が大き

く削減され、また、令和３年（２０２１）のトイレ改修工事以降は、上水道使用量が大きく削減され、

光熱水費が削減されている状況です。施設の設備機器の老朽化に伴い維持補修費が、年々増加す

ることが見込まれます。 

 

 取手市役所分庁舎 

人件費や施設の維持に係る委託料、使用料及び賃借料など事業の経費を含む年度間の維持管

理コストを比較すると、令和４年（２０２２）の照明器具ＬＥＤ化工事により、電気の使用量が削減さ

れている状況です。施設の設備機器の老朽化に伴い維持補修費が、年々増加することが見込まれ

ます。 

  

図表 3-４ 庁舎行政施設の築年別整備状況 
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 取手支所・戸頭窓口 

取手支所は、複合施設として１室を利用しているため、人件費や施設の維持に係る委託料、使用

料及び賃借料等及び、施設の維持費等のコストは代表施設が負担しています。 

戸頭窓口は、複合施設として１室を利用しているため、光熱水費について戸頭公民館と費用を

分担していますが、人件費や施設の維持に係る委託料、賃借料等及び、施設の維持費等のコストは

代表施設が負担しています。 

 

 市民活動支援センター 

市民活動支援センターは、複合施設として１室を利用しているため、人件費や施設の維持に係る

委託料、使用料及び賃借料等及び、施設の維持費等のコストは代表施設が負担しています。 

 

図表 3-５ 庁舎等行政施設の施設関連経費の推移 

 

  

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

修繕費 12,632,579 11,802,580 8,988,858 7,251,156 3,387,770

維持管理経費 63,535,004 64,010,466 73,049,457 48,248,035 69,844,923

光熱水費 32,543,216 31,234,058 30,487,914 37,466,969 49,866,248

合計（円） 108,710,799 107,047,104 112,526,229 92,966,160 123,098,941
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（7） 今後の維持・更新コスト（従来型） 

従来型での維持管理では、３２年間（２０２４～２０５５）の合計は、約７３．９億円、１年間の平均は

2.3億円という試算です。 

 令和6年度（２０２４）からの10年で約３０億円かかる見込みで、１年間の経費の平均は約3億円と

なります。 

 また、ピークとなる令和1２年度（２０３０）から令和14年度（２０３２）では、約9億円の経費が必要

となるため、計画通りに維持管理を行う場合は3倍以上の金額となります。現状の財政状況から建

設費の大幅な増加は見込めず、現状のまま維持していくことが困難な状況です。 

 

 

 

図表 3-６ 庁舎等行政施設の今後の維持管理更新コスト（従来型） 
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（8） 各施設の概要 

※小規模施設・付帯設備は、灰色で表示しています。 
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3-2  庁舎等行政施設の劣化状況の実態 

庁舎等行政施設の劣化状況につきましては、当市で導入している公共施設マネジメントシステ

ム（以下「システム」という。）(注)の総合劣化度を基準とします。 

（1） 総合劣化度 

統一的な基準で、建物の劣化状況を把握するため、建物調査シート（巻末：参考資料）を用いて、

建物ごとに調査を実施します。調査の結果はシステムに入力します。システムは、入力結果から各

建物の部位ごとの劣化状況を a からｄで判定し、各部位の調査結果、築年数や改修状況を加味し

た、総合劣化度を算出します。総合劣化度は、20点から 100 点となり、点数が高いほど劣化が進

行しています。 

（2） 庁舎等行政施設の総合劣化度一覧 

建物点検を公共施設マネジメントシステムに入力した結果、各施設の総合劣化度は、以下のとお

りとなりました。 

 

 取手市役所（本庁舎・新庁舎・議会棟） 

昭和４５年度（１９７０）の竣工以来、５３年が経過していることから、建物の老朽化や給排水衛

生設備や電気設備の老朽化がみられます。また、主要室においては、会議室、倉庫、講堂・ホール、

廊下、トイレ及び事務所等において損傷等が多数みられます。 

 

 取手市役所藤代庁舎 

平成２年度（１９９０）の竣工以来、３３年が経過していることから、建物は老朽化しており、改修

工事が未実施部分である電気設備、換気設備及び給排水衛生設備（消防設備）の老朽化がみら

れます。 

 

 取手市役所分庁舎 

昭和５７年度（１９８２）の竣工以来、４１年が経過していることから、建物の老朽化や給排水衛生

整備の老朽化がみられます。 

 

 取手支所・戸頭窓口 

取手支所は、昭和４５年度（１９７０）の竣工以来、５３年が経過していることから、事務室におい

て、床材の劣化により浮いている箇所がみられます。また、ブラインド等の建具が劣化している

箇所がみられます。 

戸頭窓口は、昭和５８年度（１９８３）の竣工以来、４０年が経過していることから、事務室におい
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て、床材の劣化により剥がれている箇所がみられます。 

 

 市民活動支援センター 

会議室・集会室・談話室において、内装等の劣化等は無く良好状態です。 

 

 

注：取手市の公共施設の建築年・保有面積・光熱水費等のデータを総合的に管理するシステム。

定期的に情報更新を行い、ファシリティマネジメント推進の基礎データとなっています。
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図表 3-７ 庁舎等行政施設の総合劣化度一覧 

 


